
令和６年度第１回地域公共交通活性化協議会 

会議次第 

 

日 時  令和６年５月２７日（月）午後１５時００分から午後１７時００分 

場 所  市民会館 萌え木ホール A 会議室 
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２ 議題 
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②  目標達成のための施策・事業  …資料４  
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３ 報告 

①  令和５年度公共交通事業者支援金の報告について  …資料６  

②  令和５年度ＣｏＣｏバス利用実績等について（速報）  …資料７  

 

４ その他 

 

５ 閉会 

 

〔配布資料〕  

 資料１ 小金井市地域公共交通活性化協議会条例 

 資料２ 今回の会議内容 

 資料３ 令和５年度第３回地域公共交通活性化協議会でのご指摘と対応 

 資料４ 目標達成のための施策・事業 

 資料５ 達成状況の指標 

 資料６ 小金井市公共交通事業者継続支援金事業実施状況について 

 資料７ 令和５年度ＣｏＣｏバス利用実績等について（速報値） 

 参考１ 目標・施策と指標の対応表 

 参考２ CoCo バス便り vol.4 

 席次表                 ※当日配布 



   小金井市地域公共交通活性化協議会条例 

 

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第

５条の規定による地域公共交通計画（以下「地域公共交通計画」という。）の作成

及び実施に関し必要な協議を行うとともに、道路運送法（昭和２６年法律第１８３

号）第９条第４項及び道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第４条

第２項の規定に基づく地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客

運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実

現に必要な協議等を行うため、小金井市地域公共交通活性化協議会（以下「協議

会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。ただし、第５号に掲げる事項の協議

は、第７条第１項の運賃部会において行う。 

 ⑴ 地域公共交通計画の作成及び変更に関する事項 

 ⑵ 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

 ⑶ 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項 

 ⑷ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項 

 ⑸ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の運賃・料金等に関する事項 

 ⑹ 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

 ⑺ その他地域公共交通に関し必要な事項 

 （組織） 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 ⑴ 学識経験者 １人以内 

 ⑵ 公共交通事業者等の関係者 １１人以内 

 ⑶ 関係行政機関の職員 ４人以内 

 ⑷ 市内に在住、在勤又は在学している１８歳以上の者 ９人以内 

 ⑸ 市内の福祉関係団体の推薦する者 ２人以内 

 ⑹ 市の職員 ２人以内 

 ⑺ 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 前項第４号の委員は、公募によるものとする。 

 （任期） 

資料１ 



第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の末日までとする。

ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長が決

するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は

意見を聴くことができる。 

５ 協議会の会議は、公開する。ただし、公開することにより公正かつ適正な議事運

営に支障を来すと認められるときは、協議会に諮って会議の一部又は全部を非公開

とすることができる。 

 （部会） 

第７条 協議会は、道路運送法第９条第４項の規定に基づき乗合旅客運送の運賃・料

金等について協議を行うため、運賃部会を置く。 

２ 協議会は、前項に掲げるもののほか、第２条各号（第５号を除く。）に掲げる事

項について協議等を行うため、必要に応じて部会を置くことができる。 

３ 部会の委員は、委員のうちから会長が指名する。 

 （協議結果の取扱い） 

第８条 協議会において協議が調った事項については、委員はその協議の結果を尊重

し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

 （庶務） 

第９条 協議会の庶務は、地域公共交通を所管する部課において処理する。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

  



   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年６月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 第３条第１項の規定による委員の委嘱又は任命に関し必要な準備行為は、この条

例の施行前においても行うことができる。 

 （特別職の給与に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の給与に関する条例（昭和３１年条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

  別表第３中 

「                                               

  」 

 を 

「 

   」 

 に改める。 

 

付 則（令和６年３月２５日条例第１２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

まちづくり委員会 委員長 日額 １１，０００円 

委員 日額 １０，０００円 

まちづくり委員会 委員長 日額 １１，０００円 

委員 日額 １０，０００円 

地域公共交通活性化協議会 会長 日額 １１，０００円 

委員 日額 １０，０００円 
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今回の会議内容 

1 地域公共交通計画の構成 

地域公共交通計画での記載事項と検討時期・今回の資料との対応は以下のとおりです。 

 

 

 

基本方針と目標・実施施策 

計画の基本方針 

 

資料２ 

計画の概要・目的 

計画の区域 計画の期間 

現状の整理 

データ整理 アンケート調査 関係者ヒアリング 

現状の課題 

 

目標① 目標② 目標③ 

施策①-1 

施策①-2 

： 

施策②-1 

施策②-2 

： 

施策②-1 

施策②-2 

： 

実施施策 

実施期間 

実施主体 

今回資料 

資料４ 

今後の議論 

第３回 

(3 月) 

 

計画推進体制 

令
和
５
年
度 

第２回 

(12 月) 

第１回 

(7 月) 

第１回 

(5 月) 

令
和
６
年
度 

第２回 

(8 月) 

第３回 

(11 月) 
パブコメ案 

第４回 

(3 月) 
パブコメ 

結果 

地域公共交通計画での記載内容 

資料５ 

数値目標① 数値目標② 数値目標③ 

数値目標 

計画達成状況の評価 
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第３回協議会 ご指摘と対応 

 

（１）基本方針と目標について 

 ご指摘 発言者 対応 

１ 交通結節点や新たな拠点というのは一般の方にはわ

かりにくいため丁寧に説明したほうがよい。 

永田委員 乗り継ぎ・乗り換え拠点等

表現を変えて記載する。ま

た説明ではわかりやすい

ように記載する。 

２ 目標４については、どう導入していくか、そのステッ

プをよく詰めないと、わかりにくいため検討してほし

い。 

永田委員 新たな技術について具体

的な導入方針やそのステ

ップを具体的に記載する

のは難しい。調査・研究を

しながら今後ステップを

検討することを記載する。 

目標達成のための施策・事業のところで手法を書き込

むとよい。 

鈴木会長 

３ バスとバスの乗り継ぎは、馴染みがない部分でありＰ

Ｒをお願いしたい。 

秦野委員 バスの乗り継ぎ抵抗を減

らすことができるよう、情

報提供等を行うとともに、

市民、利用者に周知する施

策の検討を行う。 

４ 乗り継ぎ効率化のためにも定時性が重要だが、武蔵小

金井駅北口はバスの待機スペースがなく、定時性が悪

い面がある、再開発ではバスや利用者の待機スペース

の拡大を考慮していただきたい。 

秦野委員 課題として受け止める。 

５ 利便性を上げるのであれば乗り継ぎ運賃の割引制度

などを議論してよいのではないか。 

永田委員 関係する事業者・自治体が

多く本計画で明確な方針・

施策まで示すのは難しい。 

今後、関係機関と情報共有

等しながら検討していく。 

同業他社でも似たようなサービスを開始しており、将

来的にはできるかなと思っている。 

秦野委員 

運賃面、労力の問題など乗り継ぎ抵抗を少なくするこ

とで乗り継ぎを伴うネットワークを定着させていく

というところは書き込んでいく必要がある。 

鈴木会長 

 

（２）目標達成のための施策・事業について 

 ご指摘 発言者 対応 

６ いま掲載されている施策の具体例は小金井市にはそ

ぐわなそうなものあり、市に合った事例を載せるとイ

メージしやすい。 

青木委員 小金井市に沿うような事

例に変更する。 

資料３ 
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 ご指摘 発言者 対応 

７ シェアリングサービスをどう位置づけるかを考えた

上で、それに合う事例を選んで載せたほうがイメージ

がつきやすい。 

青木委員 協定等を締結しながら利

用ニーズ等に応じて公共

施設等に設置していくこ

とを考えている。 

８ ＣｏＣｏバスだよりを町内会に配ってほしい。 平野委員 回覧板等での配布は難し

い。引き続き主要施設への

設置等を行う。 

９ 東小金井駅北口にイスをつけてほしい。 平野委員 区画整理の状況を見なが

ら引き続き関係部署と連

携をとる。 

１０ 各停留所でベンチを置いてほしい。 平野委員 広い歩道がないと置けな

い状況である。 

駅前広場等の対応が可能

な箇所での検討とする。 

１１ 車いすの方への手伝いについて、何ができるのかがわ

かっておらず手が出せない感覚もあるので、どのよう

に手伝えるのかといったアナウンスや張り紙をすれ

ばどうか。 

小田切委

員 

バス事業者と対応を検討

する。 

１２ 高齢者の移動に関して補助サービスがあれば、武蔵小

金井駅の南口と北口のバスの乗り換えに対応できる。

乗り継ぎについてどう考えるか整理したほうがよい。 

永田委員 情報提供やサイン等によ

りわかりやすさの向上を

図ることとする。 

南北の乗り継ぎは人の動線にサインやインフォメー

ションがあればカバーされるので今後の施策で考え

ていく必要がある。 

鈴木会長 

１３ 福祉施設で働いており、利用者から行き方を調べてと

いう要望をよくいただくため、効率的な移動方法のチ

ラシは導入してほしい。可能あればいろいろな障害の

ある方が利用可能で、また市外への移動ニーズも考慮

して作りを検討してほしい。 

八木委員 小金井市での対応として

は、主要施設への公共交通

での行き方案内等でまず

は情報提供等を充実させ

ることを考える。 

（参考：交通エコロジー・

モビリティ財団にてらく

らくお出かけネットとい

う検索サービスの提供が

あり、車いすを利用し鉄道

に乗車する場合の検索は

可能） 

 

１４ 移動の検索アプリで、車いす、高齢者、ベビーカー使

用など条件を入れるとアウトプットが変わるといっ

たことができると様々な条件を考慮した課題が見え

てくるのではないか。 

若藤委員 
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 ご指摘 発言者 対応 

１５ ＣｏＣｏバス東町循環の 10 番、11 番バス停を増設し

て、以前と比べ利用者の増減はどうなったのか。 

平野委員 令和４年度の４月から１

０月の乗車人数は９３％。 

運賃の変更の影響がある

のか他の路線も９５％前

後。今後の利用の状況を見

ていきたい。 

１６ ＣｏＣｏバスの交通整理は一般車両には指示しても

らえないのか。 

佐藤委員 運行事業者から CoCo バス

の運行のための交通整理

を委託している状況であ

る。 
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 ４章 │ 基本方針と目標 

１ 基本方針 

小金井市の交通に関する 4 つの課題の整理を踏まえ、小金井市の地域公共交通のあるべき

姿として、以下の通り、基本方針を設定しました。 

 

 
 

２ 計画の目標 

地域公共交通のあるべき姿を実現するために、小金井市で取り組むべき事項として４つの

目標を設定しました。 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

基本方針： 

 

目標１ 持続可能な地域公共交通ネットワークを確保します 

目標２ 安全・安心で快適に移動できる環境をつくります 

目標３ 
地域の魅力向上のために 

移動に便利なまちの拠点をつくります 

目標４ 
新たな技術等の効果的な活用に向けた 

検討を行います 

資料４ 
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 ５章 │ 目標達成のための施策・事業 

設定した４つの目標を達成するため、実施すべき施策と事業（案）を以下に示します。 

 

 事業 
スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

目標１ 持続可能な地域公共交通ネットワークを確保します 

 施策１－１ 持続可能な公共交通ネットワークの構築 

 ①路線バスのネットワーク維持・改善に向けた連携 
        

        
        

 ②地域の多種・多様な移動手段の連携 
        

        
        

 ③公共交通の現状に関する情報発信 
        

        
        

 施策１－２ コミュニティバスの効果的な活用 

 ①CoCo バスガイドラインの継続的な運用 
        

        
        

 ②CoCo バスだよりの発行 
        

        
        

 ③CoCo バスサポーターの導入検討 
        

        
        

 施策１－３ 公共交通不便地域への対応 

 ①移動に関する情報提供 
        

        
        

 ②タクシー等の有効活用に向けた新たな制度の調査・

研究 

        

        
        

 施策１－４ 公共交通の利用促進 

 ①公共交通利用の啓発 
        

        
        

 ②運転免許返納後の公共交通利用促進 
        

        
        

 ③多様な世代に向けた公共交通利用促進 
        

        
        

 施策１－５ 公共交通の担い手不足への対応 

 ①運転士不足の現状と課題の情報発信 
        

        
        

 ②運転士確保についての働きかけ 
        

        
        

目標２ 安全・安心で快適に移動できる環境をつくります 

 施策２－１ 移動環境の改善 

 ①鉄道のバリアフリー化・安全確保の促進 
        

        
        

 ②主要バス停でのバス待ち環境の改善 
        

        
        

 ③ユニバーサルデザイン（ＵＤ）タクシーの導入促進 

        

        
        

 施策２－２ 公共交通利用マナーの向上 

 ①心のバリアフリーの推進 
        

        
        

 ②バス車内環境の改善 
        

        
        

 ③交通ルール・マナーの向上 
        

        
        

 施策２－３ 情報提供の充実化 

 ①リアルタイム運行情報の提供 
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 ②公共交通マップの更新 
        

        
        

 ③移送サービス情報の集約、周知 
        

        
        

 施策２－４ 歩行空間・自転車利用環境の形成 

 ①無電柱化事業と合わせた歩道の補修、改善 
        

        
        

 ②自転車総合計画の策定による走行空間の確保、安全

利用の推進 

        

        
        

目標３ 地域の魅力向上のために移動に便利なまちの拠点をつくります 

 施策３－１ 乗り継ぎ・乗り換え機能の強化 

 ①乗り継ぎ・乗り換え拠点の整備 
        

        
        

 ②駅前広場の維持・管理 
        

        
        

 ③地域の乗り継ぎ拠点の設置検討 
        

        
        

 【再掲】施策１－３ ①移動に関する情報提供 
        

        
        

 【再掲】施策２－１ ②主要バス停でのバス待ち環境

の改善 

        

        
        

 【再掲】施策２－３ ①リアルタイム運行情報の提供 
        

        
        

 【再掲】施策２－３ ②公共交通マップの更新 
        

        
        

 施策３－２ 乗り継ぎ・乗り換え拠点における情報提供の充実化 

 ①駅や主要バス停でのわかりやすい情報提供 
        

        
        

 ②多様な主体への案内機能の強化 
        

        

目標４ 新たな技術等の効果的な活用に向けた検討を行います 

 施策４－１ 新技術の活用に向けた検討 

 ①新技術の活用に備えた関係者協議の場づくり 
        

        
        

 ②民間資源の活用・連携 
        

        
        

 施策４－２ シェアモビリティの適切な活用 

 ①既存公共交通との役割分担の上での利用促進 
        

        
        

 ②安全利用の促進 
        

        
        

 施策４－３ 環境にやさしい車両の導入支援 

 ①環境にやさしい車両の導入支援 
        

        
        

 ②充電・充填施設の整備支援 
        

        
        

 施策４－４ 公共交通に関するオープンデータのまちづくりへの活用 

 ①オープンデータ化の促進 
        

        
        

 ②まちづくりへの活用に向けたデータ収集・活用の検

討 
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目標１ 持続可能な地域公共交通ネットワークを確保します 

施策１－１ 持続可能な公共交通ネットワークの構築 

小金井市の公共交通ネットワークは、鉄道・路線バスを中心として、コミュニティバス・タ

クシー等で形成されています。今後も公共交通サービスを維持していくため、各交通手段の

連携を進め、限られた資源を最大限活用しながらネットワーク全体の効率化と利便性の確保

を図ります。 

 

①路線バスのネットワーク維持・改善に向けた連携 

 小金井市内を運行する路線バスは、各バス事業者との連携によりネットワークの維持・改善に取り

組んでいきます。 

 周辺自治体と接続する路線が多くを占めることから、情報発信やイベントの相互開催等により、周

辺自治体との路線維持等に向けた連携を行います。 

実施主体 市 

関連・連携機関 バス事業者・周辺自治体 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続 ○○      

        
 

②地域の多種・多様な移動手段の連携 

 既存の公共交通（鉄道・路線バス・コミュニティバス・タクシー）を軸として、福祉輸送やシェア

リングサービス、民間の移動サービスなどの地域の多種・多様な移動手段との関係性を整理した上

で、適切な連携と役割分担を図ります。 

実施主体 市 

関連・連携機関 交通事業者、民間・福祉輸送事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続 ○○      

        
 

③公共交通の現状に関する情報発信 

 公共交通の利用状況や公費負担の現状に関して、定期的なモニタリングを行います。 

 結果は市ホームページやイベントにて発信し、市民と公共交通のあり方を共に考えるきっかけとし

ます。 

実施主体 市 

関連・連携機関 バス事業者・周辺自治体 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続 ○○      

        

 

  

検討中 

検討中 

検討中 
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施策１－２ コミュニティバスの効果的な活用 

小金井市コミュニティバス「CoCo バス」は、導入から 20 年が経過しました。平成 30 年

度から再編事業に取り組み、交通状況や市民ニーズの変化、地域課題等を踏まえて「小金井市

コミュニティバス「CoCo バス」再編計画（R4.8）」を策定し、一部路線のルート変更及び運

賃体系の変更を行い、令和 5 年 4 月から再編運行を開始しています。 

今後は再編後の CoCo バスの基本方針に基づいて、地域住民・バス事業者・市が協働して

守り、育てる取組を継続することで、地域と心の通うバスとして愛着をもっていただき、効果

的に活用されることを目指します。 

 

①CoCo バスガイドラインの継続的な運用 

 「CoCo バス運行ガイドライン（R4.8）」では、運行の見直しを検討する際の基準、かつ地域住民

や利用者の方が利用状況を把握し、より利用を促進するための基準となる「運行継続基準」を再編

後 2 年が経過した後に設定することとしています。利用の定着や社会情勢を注視しつつ、ガイドラ

インの改定により具体的な数値を設定します。 

 CoCo バスの利用状況の定期的な評価を行い、利用状況や収支状況について市民へ情報を共有する

ことで、CoCo バスのあり方を共に考えるきっかけとします。 

 ガイドラインで設定した基準指標（運行にかかる収支状況及び利用者数）が運行継続基準を下回っ

た場合は、市・地域住民にて見直し検討を行います。また、新規路線の導入や既存路線の変更が必

要な場合は、「運行基準」に考慮して検討を行います。 

実施主体 市 

関連・連携機関 地域住民・バス事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

②CoCo バスだよりの発行 

 CoCo バスの利用者増加に向けて、CoCo バスを利用したい気持ちを醸成するため、CoCo バスの利

用方法や立ち寄りスポット、収支状況等を掲載した「CoCo バスだより」を発行します。 

 市ホームページの他、CoCo バス車内や市の出先機関、回数券販売所で配布することで、CoCo バス

を日常的に利用していない方や来訪者に対しても CoCo バスの魅力の発信を行います。 

実施主体 市 

関連・連携機関 ― 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続 ○○      

        

 

  

検討中 

検討中 
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③CoCo バスサポーターの導入検討 

 地域住民・バス事業者・市のそれぞれが過度な負担なく持続可能なサービスを提供することを目的

として、CoCo バスを応援したい気持ちを醸成するために、バスサポーターの導入を検討します。 

実施主体 市 

関連・連携機関 バス事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

        

        

 

＝バスサポーターの導入事例（千葉県市川市）＝ 

市川市では、わくわくバス（市川市コミュニティバス南

部ルート）の車内に、沿線の保育園園児が描いた絵を飾っ

ています。 

また、市の運行負担額を縮減するとともに、地域の方に

コミュニティバスを支えていただくことも必要との考え

から、協賛制度（寄附）の募集も行っています。 

 
出典：市川市ホームページ「わくわくバス（市川市コミュニテ

ィバス南部ルート）に絵を飾りました」「コミュニティバスを応

援してください」より作成 

 

車内に絵が掲示されている 

様子を掲載予定 

 

  

検討中 
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施策１－３ 公共交通不便地域への対応 

小金井市は市域のほとんどが公共交通でカバーされていますが、道路状況等により公共交

通不便地域として残っている箇所や、坂による高低差などからアクセスが不便な地域・施設

が残っている状況です。 

このような地域や施設の移動を支援するため、乗り継ぎや乗り換えのハードルを下げる情

報提供や、個別移動ニーズに対応した新たな制度の活用を検討します。 

 

①移動に関する情報提供 

 公共交通での移動が難しい地域や施設からの移動に関して、市内の公共交通を中心に、近くのシェ

アサイクルポートの周知など、多様な交通手段を組み合わせた効率的な移動方法についての情報提

供を行います。 

 関連団体との連携により、公共施設や病院など、公共交通利用者の移動ニーズが高い施設を抽出し、

最寄りの鉄道駅や主要なバス停からの移動について、わかりやすい案内情報を作成し提供します。 

実施主体 市 

関連・連携機関 交通事業者・関連団体 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続 ○○      

        

 

②タクシー等の有効活用に向けた新たな制度の調査・研究 

 個別移動を担うタクシーの有効活用に向けて、必要に応じて関係者協議の場を設けます。 

 また、ライドシェアの解禁等新たな制度の調査・研究を行います。 

実施主体 市 

関連・連携機関 交通事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続 ○○      

        

 

＝効率的な移動方法のチラシの作成（三重県名張市）＝ 

名張市では、「ここから出るバスがどこに行くのかわからない」、「たくさんの種類のバスが出て

いてどのバスに乗ればいいのかわからない」というお悩みを少しでも解消するために、市内の主要な

施設を結ぶ行き先別の市内のバス（三重交通、コミュニティバス）の時刻表を作成しています。 

 

 

 

 

出典：名張市ホームページ「主要施設に向かう行き先別時刻表（令和 6 年 4 月更新）」 

  

検討中 

検討中 

市役所から買い物施設までのバスの時刻表など 

施設間の移動方法を示す事例を掲載予定 
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施策１－４ 公共交通の利用促進 

新たな生活様式や価値観の定着により、公共交通の利用者数は新型コロナウイルス感染症

拡大前より減少傾向にあります。公共交通ネットワークを維持していくためには、公共交通

を利用していただき、地域の移動手段として守っていくことが必要となります。 

また、公共交通を利用することは温暖化の防止など地球環境の保全にも寄与し、持続可能

な社会をつくることにもつながります。 

市内を移動する多様な世代、様々な考え方や特性を持つ方々に応じた公共交通利用の啓発

を行うことで、公共交通を利用する意欲を醸成することを目指します。 

 

①公共交通利用の啓発 

 公共交通を利用した外出の促進や、マイカーから公共交通・自転車などの利用への自発的な転換を

促進するため、公共交通の利用方法だけでなく、利便性やメリットを合わせて伝えるチラシやポス

ターを作成します。 

実施主体 市 

関連・連携機関 交通事業者・関連団体 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続 ○○      

        
 

②運転免許返納後の公共交通利用促進 

 高齢者の運転免許自主返納を推進するとともに、包括支援センターや運転免許センター等と連携

し、運転免許証返納前後の高齢者に対して、路線バスの乗り方講座の開催など公共交通を利用しや

すくするための情報提供を行います。 

実施主体 市 

関連・連携機関 交通事業者・包括支援センター・運転免許センター等 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続 ○○      

        
 

③多様な世代の公共交通利用促進 

 多様な世代の市民や来訪者に対して公共交通の利用を促すためには、イベント等の集客を利用し

て、情報提供を行うことが有効です。交通事業者と連携し、公共交通イベント「こがねい★バスフ

ェス」を継続的に実施します。 

 また、「こがねい★バスフェス」やその他イベントと連携し、グッズ配布と合わせた CoCo バス一

日乗車券の販売、専門家によるバスの乗り方講座、ベビーカーでのバスの乗り方講座などの情報発

信を行います。 

実施主体 市 

関連・連携機関 交通事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続 ○○      

        

検討中 

検討中 

検討中 
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＝公共交通利用の啓発事例（千葉県千葉市）＝ 

千葉市では、市民が地球環境に配慮したライフスタイルへの転換を図るとともに、環境保全に対す

る理解を深めることを目的として、「ちばしエコライフカレンダー」を配布しています。また市内へ

の転入者などを対象に、公共交通利用のメリットをまとめたリーフレットを配布しています。 

 

■ ちばしエコライフカレンダー（左）、転入者向け公共交通利用促進リーフレット（右） 

 
出典：千葉市ホームページ「2024 ちばしエコライフカレンダー」、 

「公共交通利用促進リーフレット ～Smart ＆ Enjoy CHIBA Life（スマチバ！）～」 

 

施策１－５ 公共交通の担い手不足への対応 

公共交通ネットワークを守るためには運転士の確保が必要不可欠となりますが、小金井市

内のバス・タクシー事業者の多くが人手不足の問題をかかえており、路線やサービスの縮小

をせざるを得ない状況です。 

このような状況を公共交通のあり方について関心を持ってもらうきっかけとして広く発信

するとともに、事業者と連携し、運転士を確保することを目指します。 

 

①運転士不足の現状と課題の情報発信 

 バス・タクシー事業者と連携し、市ホームページでバスサービスの変更状況や運転士不足の現状に

関しての情報発信を行い、市民と公共交通のあり方を共に考えるきっかけとします。 

 合わせて運転士の仕事の魅力や運転士の募集情報を発信することで、運転士の仕事に興味を持って

いただくきっかけを作ります。 

実施主体 市 

関連・連携機関 交通事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続 ○○      

        

  

検討中 
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②運転士確保についての働きかけ 

 バス・タクシー事業者、多摩地域の他自治体及び東京都等と連携し、「こがねい★バスフェス」を

始めとするイベント等にて運転士募集ブースを設置し、バス・タクシー運転士のイメージアップを

図るとともに、新たな担い手の発掘を図るための PR を行います。 

実施主体 市 

関連・連携機関 交通事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続 ○○      

        

 

＝運転士の確保事例＝ 

公共交通の担い手不足は全国でも喫緊の課題となっており、消防職員や自衛隊員の再就職、移住制

度等との組み合わせによる取組も行われています。 

 
国土交通省 第１回地域公共交通計画の実質化に向けた検討会（令和５年 12 月 12 日開催） 

資料 1「「地域公共交通計画」の現状等」より 

 

＝自治体ホームページでの情報発信事例（東京都足立区）＝ 

足立区では、路線バスの運転士不足の

現状と問題点と合わせ、運行事業者の採

用ホームページリンクを区ホームページ

に掲示しています。 

 

出典：足立区ホームページ「求む！路線バス

の運転士」 

 

 
 

検討中 
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目標２ 安全・安心で快適に移動できる環境をつくります 

施策２－１ 移動環境の改善 

市内の公共交通（鉄道・路線バス・コミュニティバス・タクシー）を誰もが利用しやすくな

るよう、交通事業者や沿線施設、地域住民と協働して安全で快適な移動環境の構築を目指し

ます。 

 

①鉄道のバリアフリー化・安全確保の促進 

 鉄道事業者と連携し、鉄道駅のバリアフリー化を推進するとともに、車両内でのスペース確保やホ

ームと車両の段差の解消など、安全・安心かつスムーズに鉄道を利用できる環境の構築を進めます。 

 鉄道利用時の安全確保に向けて、JR 中央線のホームドアの早期設置に向けて鉄道事業者への働き

かけを行います。 

実施主体 鉄道事業者 

関連・連携機関 市・都 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

②主要バス停でのバス待ち環境の改善 

 鉄道駅等の市内の主要なバス停について、バス事業者等と連携し、交通安全上の課題などにも配慮

した上で関係機関と協議を行い、上屋や椅子の設置を検討します。 

実施主体 バス事業者・市 

関連・連携機関 ― 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

③ユニバーサルデザイン（ＵＤ）タクシーの導入促進 

 誰もが安心・安全で快適に利用できる、ユニバーサルデザイン（UD）タクシー車両の導入を推進し

ます。 

 必要に応じて、事業者の取り組みの支援や、車両の利用について市民への周知を行います。 

実施主体 タクシー事業者・市 

関連・連携機関 ― 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        

 

  

検討中 

検討中 

検討中 
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施策２－２ 公共交通利用マナーの向上 

様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が安心して公共交通を利用するためには、

相互理解のためのコミュニケーションと、支え合いが重要となります。交通手段を安全に利

用する方法の周知とともに、利用者同士の思いやりを醸成することで、誰もが気持ちよく公

共交通を利用できる環境の構築を目指します。 

 

①心のバリアフリーの推進 

 様々な利用者が安全・安心に公共交通を利用することができるよう、利用者同士での声かけを推進

します。具体的には交通事業者や周辺自治体と連携し、ベビーカーでのバス利用や高齢者の着席な

ど、場面に応じた声かけのポイントの周知やサポート月間の設定等を検討します。 

実施主体 市・鉄道事業者・バス事業者 

関連・連携機関 周辺自治体・関連団体 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

②バス車内環境の改善 

 CoCo バスだよりや車内・バス停への掲示、車内アナウンスにより、CoCo バスの全座席が「思いや

りシート」として、お年寄りや身体の不自由な方、乳幼児をお連れの方等の優先席となっているこ

とを周知します。 

 バス事業者と連携し、バス利用に関する案内や対応について、運転士への教育を徹底します。また

行き先や運賃、周辺施設へのアクセス方法などについて、車内の案内表示の見直し・拡充を行いま

す。 

実施主体 市・バス事業者 

関連・連携機関 地域住民 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

③交通ルール・マナーの向上 

 教育機関等と連携し、公共交通を利用することのメリットや重要性を伝えます。また、バス利用時

や、自転車、シェアサイクル・電動キックボード等の多様な交通手段に対応した交通安全教育を行

います。 

 自転車利用者に対しては、ヘルメット着用が努力義務であることの周知啓発を行い、ヘルメット着

用率の向上を目指します。 

 春秋の交通安全週間のイベント等と連携することで、あらゆる世代に対して自動車、歩行者、自転

車といった様々な目線からの安全教育を行います。 

実施主体 市 

関連・連携機関 教育機関・バス事業者・警察 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        

検討中 

検討中 

検討中 



 ５章 │ 目標達成のための施策・事業 

    | 12 

｜ 

１
章 

｜ 

２
章 

｜ 

３
章 

｜ 

４
章 

｜ 

５
章 

｜ 

６
章 

｜ 

資
料
編 

 

＝心のバリアフリーとは＝ 

「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深め

ようとコミュニケーションをとり、支え合うことです。高齢者、障害者等が安心に日常生活や社会生

活ができるようにするためには、施設整備（ハード面）だけではなく、高齢者、障害者等の困難を自

らの問題として認識し、心のバリアを取り除き、その社会参加に積極的に協力する「心のバリアフリ

ー」が重要とされています。 
出典：国土交通省ホームページ「心のバリアフリー/障害の社会モデル」より 

 

＝「声かけ・サポート」運動 強化キャンペーンの実施事例＝ 

全国の交通事業者及び障がい者団体等が連携し、鉄道などの施設を安全に安心して利用いただけ

るよう、周囲の利用者からも声かけに協力いただく取組を行っています。 
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施策２－３ 情報提供の充実化 

小金井市内では５社の路線バス、ムーバスと CoCo バスが運行しています。駅やバス停の

他、お出かけ前にもスマートフォンやマップで運行状況が確認できるよう、情報提供の充実

化を目指します。 

また小金井市では、公共交通については交通部門、高齢者や障がい者の移動支援について

は福祉部門が所管しています。移動ニーズに応じて適切に手段を選択できるよう、連携した

支援を行います。 

①リアルタイム運行情報の提供 

 市内を運行する路線バスやコミュニティバスの運行情報をリアルタイムに確認できるようにする

ため、バス事業者と連携し、標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP、GTFS リアルタイム）に

従ってオープンデータ化を推進します。 

 現在、CoCo バスは京王バスのホームページ（バスナビ）から位置情報を確認できますが、CoCo バ

ス・ミニ（野川・七軒家循環）は未対応です。運行事業者と連携し、位置情報や乗車状況の提供に

向けた検討を行います。 

実施主体 市・バス事業者 

関連・連携機関 ― 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

②公共交通マップの更新 

 小金井市内のコミュニティバス「CoCo バス」・路線バス・タクシー・鉄道を利用していただくた

めに、公共交通マップを作成しています。CoCo バスの再編時に市民への全戸配布をし、以降は転

入者への市窓口での配布、市の公共施設での配布を行っています。これらのマップの情報更新を行

うとともに、よりわかりやすく必要な情報が得られるよう、改善を図ります。 

 来訪や居住の状況を踏まえ、必要に応じてマップの多言語化も検討します。 

実施主体 市 

関連・連携機関 交通事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

③移送サービス情報の集約、周知 

 心身の特性や移動の状況に応じて公共交通と福祉交通を適切に選択できるよう、市の交通部門と福

祉部門が連携して移送サービスに関わる情報の集約、周知を行います。 

 高齢者や障がい者の移動における課題や移動ニーズは、包括支援センター・障害者地域自立生活支

援センターと連携し、意見の集約を図るとともに、改善や工夫のための施策を連携して検討します。 

実施主体 市 

関連・連携機関 包括支援センター・障害者地域自立生活支援センター 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        

検討中 

検討中 

検討中 
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施策２－４ 歩行空間・自転車利用環境の形成 

小金井市は JR 中央線を軸としたコンパクトなまちが形成されていますが、歩道が狭い、ま

たは歩道が無い道路も多い状況です。また、近年整備が進められている自転車走行空間の整

備も限定的です。 

バス停や駅への移動、またベビーカーや車いすでの移動もしやすくなるよう、道路事業と

連携した歩行空間・自転車利用環境の形成を目指します。 

 

①無電柱化事業と合わせた歩道の補修、改善 

 小金井市無電柱化推進計画に基づき、歩行者や車いすの通行を妨げる要因である電柱の地中化を推

進します。併せて歩道の補修や改善を行い、安全・快適な歩行環境の形成を進めます。 

実施主体 市・都 

関連・連携機関 ― 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

②自転車総合計画の策定による走行空間の確保、安全利用の推進 

 自転車走行空間の確保と安全利用の推進に向けて、小金井市自転車総合計画（仮称）の策定に取り

組みます。市内の公共交通と自転車の接続を考慮し、優先して整備すべき路線及び整備形態を検討

します。 

実施主体 市 

関連・連携機関 ― 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        

 

 

検討中 

検討中 
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目標３ 地域の魅力向上のために 

移動に便利なまちの拠点をつくります 

施策３－１ 乗り継ぎ・乗り換え機能の強化 

小金井市では、JR 武蔵小金井駅が南北のバス路線の大きな乗り継ぎ拠点となっており、バ

ス路線が集中している状況です。一方で、定時性や運行頻度、路線の複雑さから特にバス同士

の乗り継ぎには抵抗が大きい傾向にあります。 

JR 中央線沿線では、JR 武蔵小金井駅・東小金井駅周辺のまちづくり事業や新庁舎等の建設

が進められており、交通集中が見込まれます。 

多様な交通手段を集約し、自由に選択できるよう、また公共交通ネットワークを最大限活

用できるよう、乗り継ぎ・乗り換えについて時間的・心理的な抵抗を軽減させるための環境・

情報の整備を行います。 

 

①乗り継ぎ・乗り換え拠点の整備 

 武蔵小金井駅・東小金井駅周辺のまちづくり事業や新庁舎等の建設に合わせ、バスやタクシーの利用が円滑と

なるよう、バス停の配置を検討します。 

実施主体 市 

関連・連携機関 バス事業者・鉄道事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

②駅前広場の維持・管理 

 武蔵小金井駅・東小金井駅・新小金井駅の駅前広場は、市が継続して維持管理を行うとともに、利便性の向

上のため、利用状況や改善ニーズの把握に努めます。 

実施主体 市 

関連・連携機関 バス事業者・鉄道事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

③地域の乗り継ぎ拠点の設置検討 

 シェアリング事業者との協議により、新庁舎や大規模公園・大学等の拠点施設やバス停周辺では、公共交通を

利用したあと、自宅や目的地までのあと一歩の移動を支援するためにシェアリングポートの設置を推進します。 

実施主体 シェアリング事業者 

関連・連携機関 市 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        

  

検討中 

検討中 

検討中 
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【再掲】施策１－３ ①移動に関する情報提供 

 

【再掲】施策２－１ ②主要バス停でのバス待ち環境の改善 

 

【再掲】施策２－３ ①リアルタイム運行情報の提供 

 

【再掲】施策２－３ ②公共交通マップの更新 
 

 

＝地域の乗り継ぎ拠点の整備事例＝ 

杉並区では、区役所敷地内に複数のシェアサイクルのポートを設置しています。 

世田谷区では、ＥＮＥＯＳによる実証実験等を経て、電動二輪向けバッテリーのシェアリングサー

ビスを提供する「ＥＮＥＯＳマルチモビリティステーション」が設置されています。 

 

■ 杉並区役所（左）、ＥＮＥＯＳマルチモビリティステーション（右） 
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施策３－２ 乗り継ぎ・乗り換え拠点における情報提供の充実化 

多様な利用者が集まる鉄道駅等の乗り継ぎ・乗り換え拠点では、市民や国内外の来訪者な

どの誰もがスムーズに乗り継ぎ・乗り換えができるわかりやすい情報提供を目指します。 

①駅や主要バス停でのわかりやすい情報提供 

 JR 武蔵小金井駅南口ロータリーでは、バス事業者との連携により、デジタルサイネージを設置しま

した。バス乗り場やお知らせだけでなく、発車時間をリアルタイムに表示するため、次に発車するバ

スの時間が一目で分かります。 

 系統ごとに乗り場が分散している鉄道駅ロータリーでは、どの乗り場から、どのバスに乗って、どの

ように運賃を支払えばよいのかなど、バスの利用に関する情報をわかりやすく示します。 

 南北の出口によってバスの行き先が異なる JR 武蔵小金井駅、JR 東小金井駅では、鉄道事業者と連

携し、改札近くで主要なバス乗り場を把握できる案内表示の方法を検討します。 

実施主体 市・バス事業者 

関連・連携機関 鉄道事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

②多様な主体への案内機能の強化 

 鉄道駅等の乗り継ぎ・乗り換え拠点においては、デジタルサイネージを活用し、外国人観光客を含めた国内外の来

訪者に向けた案内機能を強化します。立ち寄り先の情報などについては、市の観光部門と連携し、周辺地域も含

めた周遊情報の提供を検討します。 

実施主体 市・バス事業者 

関連・連携機関 ― 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        

 

＝デジタルサイネージによる多言語案内事例（葛西臨海公園駅）＝ 

京成バスでは、多言語対応のデ

ジタルサイネージを活用し、バス

の運行情報に加えて周辺の観光情

報等を提供するなど外国人観光客

を含めた利用者の利便性向上に取

り組んでいます。 

 

出典：第 1 回 バスタプロジェクト推

進検討会 配付資料 2「バスを中心と

した交通結節点に関する参考事例」 

 
 

検討中 

検討中 
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目標４ 新たな技術等の効果的な活用に向けた検討を行います 

施策４－１ 新技術の活用に向けた検討 

近年、交通における新たな技術の活用動向が目まぐるしく変化しており、小金井市内にお

いても電動キックボード・シェアサイクル等のシェアリングサービスの参入が進んでいます。

近隣自治体では MaaS や自動運転の実証実験なども実施されており、これらの新技術につい

て、小金井市の交通の状況を鑑みて、適切に対応していくことが必要です。 

 

①新技術の活用に備えた関係者協議の場づくり 

 公共交通連携（MaaS 等）や、最新の法制度改正（自動運転等）等に備え、必要に応じて関係者協議

の場を設け、新たな技術の研究・調査を行います。 

実施主体 市 

関連・連携機関 交通事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

②民間資源の活用・連携 

 新たな移動手段や仕組みの導入には、民間事業者との連携が不可欠となります。これらが小金井市内

で適切に活用されるよう、小金井市内でのサービス提供にあたっては協定等により取り決めを行い

ます。 

実施主体 交通事業者 

関連・連携機関 市 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        

 

  

検討中 

検討中 
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＝MaaSとは＝ 

MaaS（マース：Mobility as a Service）とは、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移

動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・

決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連

携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるものです。 

 

 
 

出典：国土交通省ホームページ「MaaS とは」 
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施策４－２ シェアモビリティの適切な活用 

シェアモビリティは、専用のポートであればどのポートからでも自由に借出、返却が可能

なサービスです。小金井市内や周辺地域で電動自転車や電動キックボードの他、電動スクー

ターや二人乗り用の小さな電動自動車など、様々な手段のシェアリングが行われています。

鉄道駅やバス停から自宅や目的地までなど、公共交通を補完する自由な移動手段として、シ

ェアモビリティが適切に活用されることを目指します。 

 

①既存公共交通との役割分担の上での利用促進 

 シェアモビリティはモーターのアシストにより、市域を超えるような短中距離の移動も容易になり

ますが、公共交通の持続可能性を確保するためには路線バスやコミュニティバス、タクシーとの役割

分担・連携が必要です。シェアモビリティの参入にあたっては、事業者と協定を締結するなどによ

り、役割分担・連携を明確にします。 

 その上で、公共施設の敷地（市役所や市立公園、市立自転車駐車場等）の一部をサイクルポートとし

て民間のシェアモビリティ運営事業者に貸し出すなど、公民連携による効率的なポート設置を行い

ます。 

実施主体 市 

関連・連携機関 シェアモビリティ事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

②安全利用の促進 

 シェアモビリティは多様な種類に及ぶため、各モビリティの特性に応じた乗り方や走行において注

意・配慮すべき事項等について、事業者によるマナー教育の徹底を要請します。 

 事業者や都と連携し、交通安全・マナー向上・利用促進のためのイベントの実施を検討します。 

実施主体 交通事業者 

関連・連携機関 市・都 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        

 

 

＝電動キックボードの交通安全・体験イベントの実施事例＝ 

東京都では、令和 5 年 7 月から適用された「特定小型原動機

付自転車（特定原付）」に該当する電動キックボードの新ルー

ルを周知するため、警視庁や関係団体等と連携し、電動キック

ボードの安全利用啓発イベントを実施しました。 

合わせて電動キックボードの試乗コーナーや運転免許返納

相談会も実施しています。 

 

 

 
出典：東京都生活文化スポーツ局ホームページ 

「電動キックボード交通安全イベントの開催」 

検討中 

検討中 
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施策４－３ 環境にやさしい車両の導入支援 

国や東京都では、運輸部門の二酸化炭素排出量の削減を図るため、タクシーやバスの電動

化を進めています。 

小金井市においても「第 2 次小金井市地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、温室効果

ガス排出量の削減に取り組んでいます。市内を走行する車両について、環境にやさしい車両

の導入を進め、低炭素社会への寄与を目指します。 

 

①環境にやさしい車両の導入支援 

 コミュニティバスの車両の入替時に電気バス（ＥＶ）等の導入を検討します。 

 市内のバス事業者及びタクシー事業者に対し、国や東京都の補助の案内や申請支援を行います。 

実施主体 市・交通事業者 

関連・連携機関 ― 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

②充電・充填施設の整備支援 

 市の環境部門と連携し、公共施設への急速充電設備や水素ステーションの整備、主要な商業施設等と

連携した整備など、次世代自動車を利用しやすい環境づくりを検討します。 

実施主体 市 

関連・連携機関 交通事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        

 

  

検討中 

検討中 
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施策４－４ 公共交通に関するオープンデータのまちづくりへの活用 

公共交通に関する情報のオープンデータ化（誰もが編集・加工等がしやすい形で、インター

ネットで公開すること）を行うことで、経路検索サービスや大手地図サイト等で運行情報を

検索できるようになります。 

公共交通利用者の利便性向上に加え、まちづくりへの活用を目指し、事業者によるオープ

ンデータ化、および行政によるデータ活用の検討を行います。 

 

①オープンデータ化の促進 

 鉄道、バスに加え、新規に参入するシェアモビリティ事業者に対しても、標準的なバス情報フォーマ

ット（GTFS-JP、GTFS リアルタイム）に従ってオープンデータ化を推進します。 

実施主体 交通事業者 

関連・連携機関 市 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        
 

②まちづくりへの活用に向けたデータ収集・活用の検討 

 公共交通に関するデータを収集し、まちづくりへの活用に取組みます。国や東京都の研究結果等を確

認し、バスの利用状況の把握や遅延の改善などへの活用可能性を検討します。 

 必要に応じて、交通事業者との調整により、まちづくりへの活用が行いやすいデータの収集を行いま

す。 

実施主体 市 

関連・連携機関 交通事業者 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
        

準備・検討 実施・継続   

        

 

  

検討中 

検討中 
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＝バスの運行データの活用事例＝ 

全国のバス事業者や自治体で、「標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）」の活用が進んでい

ます。データを整備することで、運行情報が迅速に世界中の経路探索サービスへ反映されます。利用

者の利便性向上だけでなく、自治体や事業者による交通分析や運営の効率化への活用も期待されま

す。 

 

 
出典：国土交通省「「標準的なバス情報フォーマット」ダイジェスト（2021 年９月 30 日）」より 
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 ６章 │ 計画の推進 

１ 達成状況の指標 

本計画における目標の達成状況を評価するための成果指標（案）、および達成に向けた進捗

を管理するためのモニタリング指標（案）を設定しました。 

成果指標として、以下の５つを設定しています。 

 

  項目 現状値 目標値 
アウトプット 

/アウトカム 
データの取得方法 

■ 成果指標 

1 
公共交通利用者数（鉄道・バス） 

※人口比としても可 
  アウトカム 

鉄道：各事業者 HP 

路線バス：各業者から市内系統の利用者数を提

供 

コミュバス：市の取得データ 

2 市内公共交通の満足度   アウトカム 

満足度：市民意向調査もしくは市長への手紙 

（現項目：市内公共交通における利便性への満

足度） 

3 
駅、バス停、車内などにおける環境整

備及び情報提供の取組み件数 
  アウトプット 回数：市、事業者で把握 

4 

乗り継ぎ拠点（ベンチ設置など細かい

ものからシェアポートや広場整備など大

きいものまで含む）の整備数（改修・

新設） 

  アウトプット 整備数：市、事業者で把握 

5 
新たな技術の活用に向けた検討・協議

体数 
 

 

アウトプット 協議体（委員会など）数：市、事業者で把握 

 

 

 

資料５ 

検討中 



  

 

モニタリング指標は、目標ごとに以下の通り設定しています。事業の進捗等を管理するた

め、目標値は設定しません。 

 

  項目 
アウトプット 

/アウトカム 
データの取得方法 

■ モニタリング指標 

目標１ 

1 
交通カバー圏域の割合（不便地域でない

地域/市域） 
アウトカム 

位置情報：国土基盤情報 

運行本数（バス）：HP等で把握 

2 
イベント回数（周辺市連携、利用促進、

採用の合計） 
アウトプット 回数：市、事業者で把握 

目標２ 

3 安全に移動できていると感じる割合 アウトカム 

割合：市民意向調査もしくは市長への手紙 

（現項目：市内を安全に移動できていると感じる市民の割

合） 

4 市内交通事故件数 アウトカム 件数：警視庁の統計（警察署別の交通事故発生状況）  

5 
市内タクシー事業者の保有台数に対する

UD タクシーの割合 
アウトプット 割合：事業者から提供 

目標３ 

6 公共施設へのシェアモビリティポート設置数 アウトプット ポート数：市、事業者で把握 

目標４ 

7 EVバス等の導入数 アウトプット 新規導入数：市、事業者で把握 

8 
公共交通オープンデータセンターに加盟し

ている事業者数 
アウトプット 登録数：事業者から提供 

 



１　事業目的

　エネルギー等の物価高騰の影響を受け、事業維持のための経費捻出について非常に厳しい

状況に置かれている交通事業者に対し、公共交通事業者継続支援金を交付することにより、

事業継続を支援し、もって市民の日常生活に不可欠な地域の交通手段の確保に寄与する

ことを目的とする。

２　実施状況（概要）

①受付期間　令和６年１月１０日（水）から令和６年１月３１日（水）まで

※事務処理の都合上、受付期間を設定したが、要綱上３月末まで有効であるため、上記

期間を超えても受け付けた。

②実施状況　申請件数　１０件／交付決定　１０件　詳細は以下のとおり

事業種別 申請件数 交付決定 不交付決定

バス事業者 6件 6件 0件

タクシー事業者（法人） 4件 4件 0件

合計 10件 10件 0件

３　支援金交付内訳

　公共交通事業者継続支援金及び本事業に伴う郵便料の執行状況については以下のとおり。

　支援金の執行率は96％を超えており、ほぼ事前に見込んだ内容に近い事業執行となった。

　・公共交通事業者継続支援金

事業種別 支援金額 予算額(※1) 予算残額 執行率

バス事業者 5,500,000 5,500,000 0 100.0

タクシー事業者（法人） 3,120,000 3,400,000 280,000 91.8

合計 8,620,000 8,900,000 280,000 96.9

　・郵便料

執行済額 予算額(※1) 執行率

郵便料 756 1,000 75.6%

（※1）公共交通事業者継続支援金にかかる補正予算額

小金井市公共交通事業者継続支援金事業実施状況について

資料６



 

 

令和５年度ＣｏＣｏバス利用実績等について（速報値） 

 

１ 令和５年度ＣｏＣｏバス補助金について 

（単位：円） 

ルート名 
（C）＝（Ａ）－（Ｂ） 

補助金額 収支率 
収入（Ａ） 運行経費（Ｂ） 収支（C） 

北東部循環 44,447,755 51,750,357 △7,302,602 

48,042,901 

85.9％ 

貫井前原循環 22,736,656 37,836,139 △15,099,483 60.1％ 

東町循環 12,533,672 34,430,731 △21,897,059 36.4％ 

中町循環 19,389,833 23,133,590 △3,743,757 83.8％ 

野川・七軒家循環 3,358,022 25,135,960 △21,777,938 21,777,938 13.4％ 

合計 102,465,938 172,286,777 △69,820,839 69,820,839 59.5％ 

 

２ 利用者数の経年比較 

（単位：人） 

ルート名 H30 年度 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

北東部循環 516,571 477,777 310,331 373,834 418,205 404,950 

貫井前原循環 220,400 209,010 150,644 165,104 184,665 176,329 

東町循環 104,495 95,686 61,804 72,185 86,760 80,986 

中町循環 153,183 151,073 105,854 119,308 135,620 146,114 

野川・七軒家循環 92,215 90,546 59,835 64,381 74,299 59,842 

合計 1,086,864 1,024,092 688,468 794,812 899,549 868,221 

 

３ 補助金に係る収支状況の経年推移 

（単位：円） 

ルート名 項目 H30 年度 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

北東部 

循環 

補助金額 △2,226,093 1,565,784 18,077,467 10,909,048 11,504,733 7,302,602 

収支率 104.8％ 96.6％ 62.2％ 76.4％ 77.5％ 85.9％ 

貫井前原

循環 

補助金額 15,039,404 15,666,864 22,453,836 22,733,153 24,365,835 15,099,483 

収支率 57.7％ 55.1％ 37.9％ 40.8％ 41.8％ 60.1％ 

東町循環 
補助金額 10,947,712 11,513,453 15,441,439 16,408,754 18,121,831 21,897,059 

収支率 47.2％ 43.8％ 26.6％ 29.4％ 31.2％ 36.4％ 

中町循環 
補助金額 5,454,986 5,881,229 10,972,686 11,388,003 11,710,714 3,743,757 

収支率 72.9％ 70.5％ 46.4％ 49.8％ 52.3％ 83.8％ 

野川・七軒

家循環 

補助金額 9,948,767 9,758,307 12,311,142 15,961,349 17,339,577 21,777,938 

収支率 46.2％ 46.6％ 30.7％ 26.7％ 27.6％ 13.4％ 

合計 
補助金額 39,164,776 44,385,637 79,256,570 77,400,307 83,042,690 69,820,839 

収支率 72.3％ 68.3％ 44.7％ 49.2％ 50.5％ 59.5％ 

 
※収入は、広告収入も含む（野川・七軒家循環を除く）。 

※令和５年度の回数券販売額の振り分けは、以下のとおり。 

 ①ふじかわフォトサービス、ひがこ日和、京王バス府中営業所販売分：北東部、貫井前原、東町、 

中町循環に按分し計上。②つくば観光交通本社販売分：野川・七軒家循環に計上。 

※運行経費は、日々の運行に必要な経費及び車両償却費・ガードマンに係る費用の全てを含む。 

※パーセンテージは、小数点第２位を四捨五入。 

資料７ 



施策と指標の対応関係

施策 事業 候補
アウトプット

/アウトカム
指標 増減 データの取得方法

◆持続可能な公共交通

ネットワークの構築

・路線バスのネットワーク維持・改善に向けた連携

・地域の多種・多様な移動手段の連携

・公共交通の現状に関する情報発信

1 成果 アウトカム
公共交通利用者数（鉄道・バス）

※人口比としても可
増加

鉄道：各事業者HP

路線バス：各業者から市内系統の利用者数を提供

コミュバス：市の取得データ

◆コミュニティバスの効果

的な活用

・CoCoバスガイドラインの継続的な運用

・CoCoバスだよりの発行　

・CoCoバスサポーターの導入検討

2 モニタリング アウトカム
交通カバー圏域の割合（不便地域でない地域

/市域）
ー

位置情報：国土基盤情報

運行本数（バス）：HP等で把握

◆公共交通不便地域へ

の対応

・移動に関する情報提供

・タクシー等の有効活用に向けた新たな制度の調査・研究
3 成果 アウトカム 市内公共交通の満足度 増加

満足度：市民意向調査もしくは市長への手紙

（現項目：市内公共交通における利便性への満足度）

◆公共交通の利用促進

・公共交通利用の啓発

・運転免許返納後の公共交通利用促進

・多様な世代に向けた公共交通利用促進

4 モニタリング アウトプット
イベント回数（周辺市連携、利用促進、採用

の合計）
ー 回数：市、事業者で把握

◆公共交通の担い手不

足への対応

・運転士不足の現状と課題の情報発信

・運転士確保についての働きかけ

◆移動環境の改善

・鉄道のバリアフリー化・安全確保の促進

・主要バス停でのバス待ち環境の改善

・ユニバーサルデザイン（ＵＤ）タクシーの導入促進

5 モニタリング アウトカム 安全に移動できていると感じる割合 ー

割合：市民意向調査もしくは市長への手紙

（現項目：市内を安全に移動できていると感じる市民の割

合）

◆公共交通利用マナー

の向上

・心のバリアフリーの推進

・バス車内環境の改善

・交通ルール・マナーの向上

6 モニタリング アウトカム 市内交通事故件数 ー
件数：警視庁の統計（警察署別の交通事故発生状

況）

◆情報提供の充実化

・リアルタイム運行情報の提供

・公共交通マップの更新

・移送サービス情報の集約、周知

7 成果 アウトプット
駅、バス停、車内などにおける環境整備及び情

報提供の取組み件数
増加 回数：市、事業者で把握

◆歩行空間・自転車利

用環境の形成

・無電柱化事業と合わせた歩道の補修、改善

・自転車総合計画の策定による走行空間の確保、安全利用の推

進

8 モニタリング アウトプット
市内タクシ―事業者の保有台数に対するUDタ

クシーの割合
ー 割合：事業者から提供

◆乗り継ぎ・乗り換え機

能の強化

・乗り継ぎ・乗り換え拠点の整備

・駅前広場の維持・管理

・地域の乗り継ぎ拠点の設置検討

・【再掲】移動に関する情報提供

・【再掲】主要バス停でのバス待ち環境の改善

・【再掲】リアルタイム運行情報の提供

・【再掲】公共交通マップの更新

9 成果 アウトプット

乗り継ぎ拠点（ベンチ設置など細かいものから

シェアポートや広場整備など大きいものまで含

む）の整備数（改修・新設）

増加 整備数：市、事業者で把握

◆交通結節点における

情報提供の充実化

・駅や主要バス停でのわかりやすい情報提供

・多様な主体への案内機能の強化
10 モニタリング アウトプット 公共施設へのシェアモビリティポート設置数 ー ポート数：市、事業者で把握

◆新技術の活用に向け

た検討

・新技術の活用に備えた関係者協議の場づくり

・民間資源の活用・連携
11 成果 アウトプット 新たな技術の活用に向けた検討・協議体数 増加 協議体（委員会など）数：市、事業者で把握

◆シェアモビリティの適切

な活用

・既存公共交通との役割分担の上での利用促進

・安全利用の促進
12 モニタリング アウトプット EV・FCVバス（ゼロエミッションバス）の導入数 ー 新規導入数：市、事業者で把握

◆環境にやさしい車両の

導入支援

・環境にやさしい車両の導入支援

・充電・充填施設の整備支援
13 モニタリング アウトプット

公共交通オープンデータセンターに加盟している

事業者数（オープンデータ化に関する指標）
ー 登録数：事業者から提供

◆公共交通に関する

オープンデータのまちづくり

への活用

・オープンデータ化の促進

・まちづくりへの活用に向けたデータ収集・活用の検討

目標４　新たな技術等の効果的な活用に向けた検討を行います 目標４　新たな技術等の効果的な活用に向けた検討を行います

目標１　持続可能な地域公共交通ネットワークを確保します 目標１　持続可能な地域公共交通ネットワークを確保します

目標２　安全・安心で快適に移動できる環境をつくります 目標２　安全・安心で快適に移動できる環境をつくります

目標３　地域の魅力向上のために移動に便利なまちの拠点をつくります 目標３　地域の魅力向上のために移動に便利なまちの拠点をつくります
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回数券は、以下の 4 か所のみでの販売となります。 

特にお問い合わせの多い 2 店舗について、最寄り駅からの行き方を写真付きでご紹介します↓ 

3,000 円 

90 円券 35 枚綴り（3,150 円分） 

※乗車の際、小児は１枚、大人の場合

は２枚使用 

1,000 円 

100 円券 10 枚綴り 

※介護保険被保険者証を提示のう

え、販売店で購入してください。 

回数券で乗車する場合、介護保険被

保険者証を毎回携帯する負担がな

いため、大変便利です。 
150 円分お得♪ 
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